
昭和50年10月12日 第366号( 1)

区のお知らせ
昭和50年10月12日

足立区国民年金課

882- 1111
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国民年金で明るい老後を
■ 消費者物価にスライドして

今年も年金額が21. 8%
引上げられました■

平均寿命が年年伸びていることは喜こばしいことですが、
その反面核家族化などもさらに進み、昨年60歳以上のお年寄
りだけの世帯が全国で168万世帯に もなり、前年より約2 万世
帯もふえました。
また、近年は社会情勢のきびしさも加わって、国民年金制

度に寄せる関心は一層高まっております。
お年寄りの明るい老後と、生活の安定をねがう国民年金制

度は、昨年につづいて今年 も物価 スラ イドによる年金額の引
き上げ( 21. 8%) が、9 月に繰上げ実施され、ますます期待
がもたれるようになりました。
まだ加入していない方、厚生年金などをやめたままの方、

今なら時効となって納められなくなった、2年・以前の保険料 も
特別に取り扱っている期間中でもありますので、すぐ加入し
て将来はみんなが年金を受けられるようにしてください。

拠出年金のごあんない
■ 強制加入対象者の方で、とくに35歳以上の未加入の方へ

● すぐに加入の手続を
自営業者 。およびその家族の方など、他の公的年金( 厚生

年金、共済組合等) に加入していない方( 強制加入対象者)
は国民年金に加入しなければなりません。
老齢年 金を受けるためには、60歳になるまでに保険料を25

年間(生年月日によって、別記「老齢年金受給資格期間表」のと
おり10年から24年に短縮されます) 納付することが必要です。
35歳以上の方は、これから加入したのでは60歳までに前記

の受給資格年数に足りません。
しかし、今なら、その足りない過去の保険料を1 ヵ月900円
の割でさかのぽって納められます。
この特別の取扱いは今年の12月までです。
従って、今すぐ加入して不足する過去の期間の保険料を今

年の12月末日までに納めれば老齢年金の受給資格が得られます。
来年では遅すぎます。いますぐ加入の手統をしてください。
この機会を逃し、一生損をすることのないようにしましょう。
なお、明治44年4 月2 日以降に生れ、現在60歳を過ぎてい

る方( 強制加入対象者に限る) であっても。これから加入し
て今年の12月末日までに保険料を一括納付すれば、65歳から
年金が受けられますので、至急加入してください。
さかのぽって納め なけ ればならない金額は、年齢によって

異なりますが、目安のため具体例を2 つあげておきますので
ご参考にしてください。( くわしくは国民年金課適用係へお
問い合わせください)
( 例の1)
碵 年齢が37歳り 場合( 昭和13年10月12日生)
○ 保険料を60歳■になるまでに最低25年間納めることが必
要です。(別記「老齢年金受給資格期間表」参照)
○ これから納める保険料( 50 年10月分から60歳になるま
での23年問分) だけでは2 年間不足となりますので、さ
かのぱって納めることが必要です。

○ これからの月分の保険料は3 ヵ月ごとに納め、さかの
ばって納めなければならない2 年間分の保険料21, 600円( 1
ヵ月900円の割合) は、今年の12月末日までに必ず納め るこ
とが必要です。
065 歳から339, 600円の年金が受けられます。
( 例の2)
※ 年齢力哂O歳の場合( 大正14年10月12日生)
○ 保険料を60歳になるまでに最低20年間納めることが必
要です。(別記r 老齢年金受給資格期閧表亅参照)
○ これから納める保険料( 50 年10月分から60歳になるま
での10年間分) だけでは、10年間分不足となりますので、
さかのぽって納めることが必要です。
○ これからの月分の保険料は、3 ヵ月ごとに納め、さか
のぼって納めなければならない10年間分の保険料108, 000
円( 1ヵ月900円の割合) は今年の12月末日までに必ず納め
ることが必要です。
065 歳から、275, 925円の年金が受けられます。

■ 古い未納保険料のある方へ
● 特例納付できる期限は、今年の12月で終りです。

国民年金は、年齢によって60歳までに保険料を納める期間
( 別記「老齢年金受給資格期間表」参照) がきまっており、こ

の期間に1ヵ月でも不足すると、将来年金は受けられません。
保険料は、納期限から2 年をすぎると時効となり。あとか

らでは納められませんが、特例で、昭和50年12月末日までに
限って1 ヵ月900円の割で納められます。
ただし、この取り扱いは強制加入者に限られますのでご注

意ください。
また、この取り扱い期間もあとわずかとなりましたので、

納め忘れがあると思われる方は、この機会に年金手帳または
領収書をもう一度お調べのうえ至急納めてください。
納める用紙( 国庫納付書) は、お近くの郵便局にそなえつ

けてありますので、ご利用ください。

■ あなたは加入していますか
◎ 必ず加入しなければならない人( 強制力l ) 入)

厚生年金や、共済組合などの公的年金制度に力■】入し ていな
い20雌から59歳までの日本岡民。
◎ 希望で加入できる人( 任意力||入)

サラり一マンの奥さんや。綫問部の学生、公的年金制度の
年金受給権者とその配偶者などで20歳から59歳までの[ 1本岡
民。

■ 附加( 加算) 年金で老後をより豊かに
より高い年金を受けたいと希望される方は、定額保険料( 1

ヵ月1, 100円 、51年4月から1, 400円) に。400円 を上積みします
と割増しの年金が受けられます。
ご希望の 方は、印鑑と年金f・帳をご用意のうえ、国民年金

課または、お近くの出張所へ巾し出てください。
ただし、保険料免除去は除かれます。
受けられる年金額は、保険料を納めた月数に200円をかけた
金額です。
( 例) 25 年問納めたとき
一般 分800 円× 300月× 1. 4】5(スライド分) =339, 600 円
附加分200 円× 300月( スライドなし) =60, 000 円

合 計=399, 600 円

■ 国民年金の特色
△ あなたが納めた保険料に、国もその半額を上積みして積

みたてます。
△ 保険料は、所得控除( 社会保険料) の対象となります。
△ いろいろの年金制度は通算されます。

■ サラリーマンの奥さんも国民年金 へ加入を
奥さんは国民年金、ご主人は厚生年金などと、ご夫婦が豊
かな老後をすごせ るよう、今からでも国1ざ年 金に加入してご
自分も年金を受けられるようにしてはいかがですか。
サラリーマンの奥さん( 20j 汲以上59歳未満) は、ご主人が
1ソ生年金などに力||人しているため岡民年金は任意加人となり1
年以上加入するだけ で 老齢( 通算) 年金がうけられます。
ただし 、年金の受給資格期問をみる場合、サラリーマンの

配偶者であった期間( ご主人の厚生年金などの加人期間) と国
民年金の加入期I UIとを合せて、60歳までに25年以上、( 年齢
により別記「 老船年金受給資格期間表」のとおり10年から24年
に短縮) となることが必要です。
保険料は、1ヵJ 11, 100円( 51年4月から1, 400円) で、年金
釧は実際に保険料を納めたJ j l数で計算されます。
なお、加入の‘ F 続はご主人の厚生年金被保険者証または、

年金f 帳と■二|】鑑をご川意のうえ、お近くの出張所か国民年金
課へ申し出てください。
( 例)

サラリーマンの妻
( 任意加入せず)
19年( 通算

)

国民年 金
( 任意加入)
8年( 通算)

=25年
民年金から6 年

分の通算老船年金800
円× 72ヵ月×

1. 415( スライド分)
=81, 504円

◎ 旧民年金に加入しますと老齢年金だけでなく、下の表のよ
うにいろいろの場合に年金が受けられます。
また、年金額は経済社会情勢の変励に対応させるため、消

費者物価 スライド制となっており、昨年の16. 1% につづいて
今年も21. 8% 引

■ l l
げられました。

( 昭和50年9 月から実施)
老齢年金を受けるためには、保

険料は60歳に達するまでに最f t U5
年間納付することが必要ですが、
年齢によって下の表のように10年
から24年に紅縮されています。

● 老齢年金受給資格期間表●

● 拠出年金の種類●

( 注) 5年年金は、10月から更に年額156, 000円( 月額13, 000円) に増額されます
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年金で

しあわせな

老後を

いろい ろ な 年 金制 度 は通 算 さ れ ます

現在、公の年 金制度は、国民年金、厚生年金、共済組合な
どに大別され、だれで もそのどれかの年金に加入することに
なっております。
どの年金に加入するかは、職業により異なっております。

職業が変ったため、- 一つの年金だけでは一定の年数にたりな

い方のために、それぞれの年金の期1喝を合せて( 別記「老齢
年金受給資格期間表」参照) の年数になれば年金を支給する
のが通算年金制度です。
将来年金を受け るためには、国民年金と通算のときは25年
以上、厚生年金などでは20年以上、加入していることか必要
です。
この年数をみたせば、厚生年金などの分は60歳から、国民
年金の分は65歳からそれぞれの期間に応じた年金が支給され
ます。
ただし、厚生年金の脱退手当金を受けた期間は通算されま

せん。

国 民年 金保険 料が

51年4 月 から改定さ れます

年金額が引 き上げられたことによって保険料も段階的に引
き上げられることになってお り、昭和51年4 月分から次のよ
うに改定されます。

※ 附加年 金保険料( 月額400円) は現行どおりです。

保 険 料 を 納 め る 方 法 は

区役所からあらかじめ皆様へ、金額や納める期限などが書
いてある納付書をお送りします。これにより期限内のご都合
のよいときに納めていただきます。
この納付書で納めるところは、都内の銀行・信用金庫・信
用組合の各本支店、都内の各郵便局、区内の農協、足立区役
所と第二庁舎内にある派出所となっております。つまり、ど
この銀行、郵便局という指定はなく、お仕事やお住いの近
くで納められます。
納入後の領収証書は、おf 数でもあなたの年金手帳といっ
しょに保管して下さい。

保 険料のお支払は便利な口 座振替で

電気、ガス等の自動支払と同様に、金融機関 があなたに変
って、ご指定の哨金口座から自動的に傑険料を納付するしく
みです。
〇取扱金融機関…、・こ・銀行・な用金埔・l j 用組合の本。支店。

農協。( 郵便局は除くぷ)
○ 振替のできる哨金口座… 件通罰金・当座f f i金・合同連用指

定金銭僑託に限ります。
〇ご家族の罰金口座からも振替られます。
予続きは、
○ あなたの罰金口座のある金融機関の窓口へ、国民年金F 帳、
哨金通帳。通帳に使用している印鑑を持参し 、お申し出く
ださい。

納 期 限 はぜ ひ お守 り下 さい

保険料を納期限後いつまでも未払いのままにしておきますと
①あなたの将来の年金を受け る資格に関係してきます。
②万一-、事故にあったときなど、せっかくの年金が受けら
れず、思わぬ担をすることがあります。

このようなことから、ぜひ納期限をお守りください。

保 険 料が納 めら れ な い と き は免 除

の 手 続 をど う ぞ

経済的事情などで、保険料を納めるこ とが困難なときは、
免除制度をご利用ください。
また、生活保護法による生活扶助、障害年金を受けている

かたは、その受給を受けたときにさかのぼって保険料の納付
が免除になります。
免除になれば、その期間の年金額支給は舎になりますが、

年金を受け る権利は確傑されます。

満65 才 に なっ たら 老 齢 年金 の 請求 を

満60歳をすぎて加入期間が終り、保険料を完納( 免除期間も
含まれます) された方は、満65歳になったとき、老齢年金の
請求をして下さい。
手続は印鑑、年金手帳( 振込先の郵便局名、銀行希望の方
は竡金口座番号) をご用意のうえ区役所国民年金課へおいで
下さい。
なお、參情により早く年金を受けたい方は、希望すれば60
歳から、下の表のように減額した年金の請求 もできます。
ただし、減額された年金額は終甘刀ヽわりません。

65歳前に支給を希望した場合の減額率

なお。66歳以降に 支給を希望( 65 歳前に申出が必要) するこ
ともでき、この場合は年齢によっ て年金額が多くなります。

万攝 鋲祉 癡弟弛魚 曷の 励難 ミlあ 瓱ぬ 総な誚淘恕

夸 準寄福祉竿金仍額が犬樞儂号汢: 狸 ら教r じだ

◎ 　国民年金は、かけ金を納めて受ける拠出年金が基本とな
りますが、日本国民で、この年金制度が始まったとき、す
でに高齢に達していたかた、障害者や母子世帯であったか
たなどのために、福祉年金があります。

○ 福祉年金の種類

( 注) 年金額は昭和50年10月分からの改正額

◎ 　福祉年金は、かけ金なしで。国が費用を全額負担するの
で、つぎのような所 得による支給制限と公的年金受 給によ

る支給制限があります。したがって。受給権者本人、配偶
者、扶養義務者のうち、だれかが限度額以上の所得があっ
た場合は支給が停止されます。所得制限にかからない場合
でも、受 給権者が現に公的年金を受けているときは、その
年金の種類により、つぎの限度で支給が停止されます。
( 注) ここに扶養義務者とは、受給権者と同居している

子供達のうち、生計維持の中心者のことです。

○ 所得による支給制限(昭和49年中の所得金額)

所得とは 給与 所得の場 合( 収 入金額) - ( 給与所得控除額)
その他の所得の場合( 総収入金額) - ( 必要経費)

○ 公的年金受給による支給制限

○ 老齢福祉年金( 老齢特別給付金) の
請求手続きに必要なもの

( 注) 老齢特別給付金の請求手続をした人は、70砒になって璽ねて

老齢福祉年金の請求手続きをする必要はありません。( 70歳に

なった翌月分から、自動的に老鮓橸祉年金が支給されます。)

お 問 合 せ
は

お気軽に

足立区役所
国民年金課

内線

ジ縅ME 冷 めじ罵櫑=万鳶肆飛E 戔 痺万病
tかt f 4 の忿yとt ま戳i逑笛罧尽ぎ9] 右
; 難薈 をyj 51け 崙冫?ど葎司 顋F31SJ I
¥ 杤 他 蚣=4j……だ 切 首;こ:とでぱ 膃 き油 二S

( 882) 1111( 代)


